
3 款 1 項 15 目

18 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 25年度以前 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度以降

930 930 930 930 930 4,650

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 5年間の実績

市主催 件 1 1 0 0
要約筆記 件 5 5 4 8
手話通訳 件 18 20 4 11
利用者実人数 人 4 4 2 5

項目 単位 25年度実績 26年度予定 9月末の実績 26年度実績

一般財源 584 856 257 923

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

212
県支出金 20 180 0 106

人件費 488 477 238 477
国庫支出金 36 360 0

7,954
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.06 0.06 0.03 0.06
人件費単価 8,135 7,954 7,954

477
合計 0 1,396 257 1,241

事業費
直接事業費 152 919 19 764
人件費 488 477 238

改善策の
具体的

取り組み

　

事業費及び財源内訳
項　　　目 25年度決算 26年度予算 9月末の執行状況 26年度決算

事業の目的

市内在住の聴覚障害者で手話通訳を必要とする者に対し、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者
の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

事業の内容

生命・健康の維持増進、財産・労働等権利義務、公的機関との連絡調整、社会参加促進のための学習活動、
冠婚葬祭等に関する場合、1回の利用につき、3時間を上限とし、回数は1週間に3回を限度として手話通訳者
を派遣する。申請者の利用料は無料。

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

　伊予市社会福祉協議会本館内の「伊予市障害者相談支援センター」に手話通訳者（1人)を設置した。

事業の対象 市内に在住する身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等で、手話通訳者の派遣の必要があると認められる者

根拠法令等
障害者総合支援法

事業の性格 法定事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 福祉課 電話番号（内線）： 538
記入者情報 所属長： 渡辺 悦子 担当責任者： 大森 秀泰

事務事業名 意思疎通支援事業
予算科目

総合計画での位置付け
福祉の向上と保健・医療の充実〜やすらぎとぬくもりのまちづくり〜
福祉施策の向上と充実

平成26年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業



2二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

意見、課題

課題認識

聴覚障害者の社会参加推進のため、平成26年度から伊予市障害者相談支援センターに毎週月曜日に手
話通訳者を設置したが、事業開始にあたり対象者に設置案内文書を送付したり声かけもしたが、聴覚障
害者で手話ができる者が少数のため、なかなか利用に繋がらなかった。しかしながら、この事業は対象者
の有無に関わらず、行政として障害者に対する合理的配慮であると考える。事業の周知や手話サロンの
開催を通じ、障害者差別解消法に基づく障害者理解の推進を図りたい。、

二次評価

B成果向上の可能性 4
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率

課題認識

　平成２７年３月、「手話言語法」の請願書が市議会で議決された。今後は手話通訳法が制定されれば、
手話等を用いた意思疎通事業を推進しなければならない。手話言語法が制定された場合の対応を検討し
ていく必要がある。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 4

B

4
受益者負担の適正 4

施策への貢献度 3

市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

有効性
事業の効果 4

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 4

B市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率 3
受益者負担の適正 4

有効性
事業の効果 4

B成果向上の可能性 3

目　　標 5 5 5 5
実　　績 4 5 0 0

成果指標

成果指標
支給実件数（手話通訳・要約筆記利用実人数）

指標設定の
考え方

支給件数の増加が、障害者の生活向上及び社会参加につながるため。

区分年度 25年度 26年度 27年度 目標28年度



2
経営者会議の最終判断

事業の方向性
現状のまま継続する。

意見、課題

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


